
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

水 曜 日

号
外
第
十
二
号

　

令
和
三
年

三
月
三
十
一
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

訓　
　
　

令

○
庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一

○
山
梨
県
交
通
安
全
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一

○
山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一

○
山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二

○
山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二

○
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二

○
山
梨
県
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー
ム
編
成
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

三

○
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

三

○
山
梨
県
電
子
情
報
処
理
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

四

○
山
梨
県
県
有
林
野
管
理
規
程
及
び
山
梨
県
県
有
林
調
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

四

　
　
　
　

企　

業　

局

○
山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	

四

○
山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	

八

○
小
樺
ダ
ム
操
作
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	

二
〇

○
山
梨
県
企
業
局
訓
令
前
行
署
名
式
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	
二
一

　
　
　
　
　
　

訓　
　
　

令

山
梨
県
訓
令
甲
第
一
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　

庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
中
「
規
定
す
る
室
長
」
の
下
に
「
、
同
規
則
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
感

染
症
対
策
推
進
監
等
」
を
加
え
る
。

　

別
記
様
式
中
「平
成

」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
二
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　

山
梨
県
交
通
安
全
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
交
通
安
全
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
交
通
安
全
対
策
本
部
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
リ
ニ
ア
交
通
局
長
」
を
「
県
民
生
活
部
長
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
リ
ニ
ア
交
通
局
交
通
政
策
課
」
を
「
県
民
生
活
部
交
通
政
策
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
三
号

本

庁

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

　

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
知
事
の
部
部
長
の
款
中
「
林
務
長
又
は
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又

は
」
に
改
め
、
同
部
知
事
政
策
補
佐
官
、
理
事
（
部
又
は
局
に
配
置
さ
れ
た
理
事
を
除
く
。
）
又
は
会

計
管
理
者
の
款
中
「
知
事
政
策
補
佐
官
」
の
下
に
「
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
統
括
官
」
を
加
え
、
同
部
知
事

秘
書
監
の
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

二

感
染
症
対
策

統
轄
官
補

感
染
症
対
策
推
進
監

上
欄
の
者
と
同
一
の
グ
ル
ー
プ
に
所
属
す
る
そ
の
他
の

職
員

　

第
二
条
第
一
項
の
表
知
事
の
部
局
長
の
款
中
「
政
策
調
査
監
」
の
下
に
「
、
秘
書
監
、
広
聴
広
報

監
」
を
加
え
、
「
防
災
対
策
専
門
監
、
リ
ニ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
推
進
監
」
を
「
リ
ニ
ア
未
来
創
造
推
進
監
、

未
来
創
造
推
進
監
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
四
号

本

庁

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

　

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
項
中
「
部
及
び
」
を
「
知
事
直
轄
組
織
、
部
及
び
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
二
第
二
項
中
「
、
局
長
」
を
「
局
長
、
知
事
直
轄
組
織
に
あ
つ
て
は
感
染
症
対
策
統
轄

官
」
に
、
「
局
に
あ
つ
て
」
を
「
部
に
あ
つ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号

本

庁

出

先

機

関

　

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
規
定
す
る
部
長
」
の
下
に
「
、
同
規
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
感
染
症
対
策
統
轄
官
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
政
策
参
事
等
」
を
「
感
染
症
対
策
推
進
監
等
」

に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
項
第
九
号
中
「
森
林
環
境
部
専
用
」
を
「
林
政
部
専
用
」
に
、
「
森
林
環
境
部
森
林
環

境
総
務
課
」
を
「
林
政
部
林
政
総
務
課
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　

十
一　

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
専
用
の
知
事
印
及
び
部
長
印　

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
の
課
長

　

第
八
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同

項
第
四
号
中
「
リ
ニ
ア
交
通
局
専
用
」
を
「
リ
ニ
ア
未
来
創
造
局
専
用
」
に
、
「
リ
ニ
ア
交
通
局
リ
ニ

ア
未
来
創
造
・
推
進
課
」
を
「
リ
ニ
ア
未
来
創
造
局
リ
ニ
ア
未
来
創
造
・
推
進
課
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と

し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一	　

知
事
直
轄
組
織
専
用
の
知
事
印
及
び
部
長
印　

知
事
直
轄
組
織
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ
の
感
染

症
対
策
推
進
監

　

別
表
知
事
印
の
項
中
「
森
林
環
境
部
用
」
を
「
林
政
部
用
」
に
、
「
リ
ニ
ア
交
通
局
用
」
を
「
リ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
十
五　

子
育
て
支
援
局
用

ア
未
来
創
造
局
用
」
に
、
「
十
五　

子
育
て
支
援
局
用　
　
　

」
を　

十
六　

知
事
直
轄
組
織
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
七　

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

		

「　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　

に
改
め
、
同
表
部
長
印
の
項
中

用
」

○　

局

県　

（　

印

梨　

部　

長

山　

○　

）

を

○　

局　

印

県　

（　

等

梨　

部　

長

山　

○　

）

に
改
め
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

							

」　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
六
号

本

庁

出

先

機

関

　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

三

　
　
　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「感
染
症
対
策
グ
ル

ープ　
感
対

　

別
表
第
一
の
1
の
表
中
「政

策
企
画
グ
ル

ープ　
　
政
企

」
を

　
　
　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
策
企
画
グ
ル

ープ　
　
政
企

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「リ

　
　

「国
際
戦
略
グ
ル

ープ

　
　
　

国
際

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「国

際
戦
略
グ
ル

ープ

　
　
　

国
際

　

」
に
、　

交

　
　
　

疾
病
対
策
推
進
グ
ル

ープ

　

疾
対
推

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地

ニ
ア
未
来
創
造
・
推
進
課　

リ
創　
　
　

「交
通
政
策
課　
　
　
　
　
　
　
交
政

通
政
策
課　
　
　
　
　
　
　
交
政　
　

を

　
リ
ニ
ア
未
来
創
造
・
推
進
課　

リ
創　
　

に
、
「財

産
管

域
創
生
・
人
口
対
策
課　
　
地
創　

」

　
　
二
拠
点
居
住
推
進
課　
　
　
　
二
居
推

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「森
林
環
境
総
務
課　
　
　
　
　
森
環
総　
　

「林
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ

ー課　
　
　
環
エ
ネ　
　
　
森

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
気
水
質
保
全
課　
　
　
　
　
大
水
保　
　
　
林

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
境
整
備
課　
　
　
　
　
　
　
環
整　
　
　
　
県

理
課　

財
管

」
を
「資

産
活
用
課　

資
活

」
に
、

　
み
ど
り
自
然
課　
　
　
　
　
　
み
自　
　

を

　
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
林
整
備
課　
　
　
　
　
　
　
森
整　
　
　
　
環

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
林
業
振
興
課　
　
　
　
　
　
　
林
振　
　
　
　
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
有
林
課　
　
　
　
　
　
　
　
県
有　
　
　
　
環

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
山
林
道
課　
　
　
　
　
　
　
治
山　

」

　
　
自

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
総
務
課　
　
　
　
　
　
　
林
総

林
整
備
課　
　
　
　
　
　
　
森
整

業
振
興
課　
　
　
　
　
　
　
林
振

　
有
林
課　
　
　
　
　
　
　
　
県
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「Ｄ
Ｘ
推
進
室　
Ｄ
Ｘ
推

山
林
道
課　
　
　
　
　
　
　
治
山　
　

に
、
「資

産
活
用
室　

資
活　

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庁
舎
管
理
室　

庁
管

境
・
エ
ネ
ル
ギ

ー政
策
課　

環
エ
ネ

気
水
質
保
全
課　
　
　
　
　
大
水
保

境
整
備
課　
　
　
　
　
　
　
環
整

然
共
生
推
進
課　
　
　
　
　
自
共
推

」

　

に
改
め
る
。

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

別
表
二
の
項
中
「
地
域
創
生
・
人
口
対
策
課
」
を
「
二
拠
点
居
住
推
進
課
」
に
改
め
、
同
表
中
四
の

項
を
削
り
、
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、
同
表
二
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

三	　

二
拠
点
居
住
推
進

課

二
拠
点
居
住
の
推
進

に
関
す
る
業
務

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁

目

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号

本

庁

出

先

機

関

　

山
梨
県
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー
ム
編
成
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー
ム
編
成
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー
ム
編
成
運
営
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
部
又
は
」
を
「
知
事
直
轄
組
織
、
部
又
は
」
に
、
「
部
局
」
を
「
部
等
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
四
項
中
「
部
局
（
」
を
「
部
等
（
」
に
、
「
関
係
部
局
」
を
「
関
係
部
等
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
関
係
部
局
」
を
「
関
係
部
等
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
八
号

本

庁

出

先

機

関

　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

四

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号

本

庁

出

先

機

関

　

山
梨
県
電
子
情
報
処
理
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
電
子
情
報
処
理
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
電
子
情
報
処
理
管
理
規
程
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
八
条
第
四
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

Ｄ
Ｘ
推
進
室
長

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
号

森

林

環

境

部

林
務
環
境
事
務
所

森
林
総
合
研
究
所

　

山
梨
県
県
有
林
野
管
理
規
程
及
び
山
梨
県
県
有
林
野
調
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
県
有
林
野
管
理
規
程
及
び
山
梨
県
県
有
林
野
調
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
山
梨
県
県
有
林
野
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

山
梨
県
県
有
林
野
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
達
先
中
「
森
林
環
境
部
」
を
「
林
政
部
」
に
改
め
る
。

　
　

本
則
中
「
森
林
環
境
部
長
」
を
「
林
政
部
長
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
八
条
中
「
森
林
環
境
部
」
を
「
林
政
部
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
県
有
林
野
調
査
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

二
条　

山
梨
県
県
有
林
野
調
査
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
達
先
中
「
森
林
環
境
部
」
を
「
林
政
部
」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
十
六
条
中
「
森
林
環
境
部
長
」
を
「
林
政
部
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　

企　

業　

局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

井　
　

出　
　
　
　
　

仁　
　

　
　
　

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
分
掌
事
務
」
を
「
分
掌
事
項
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
一
項

と
し
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　

2　

前
項
に
規
定
す
る
課
の
う
ち
、
電
気
課
に
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
推
進
室
を
置
く
。

　

3　

前
項
に
規
定
す
る
室
の
分
掌
事
項
は
、
別
表
第
一
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

第
四
条
第
二
項
中
「
分
掌
事
務
」
を
「
分
掌
事
項
」
に
改
め
る
。

　

	　

第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
、
局
本
庁
の
課
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
二
項
の
室
（
第
五
条
第
九
項

及
び
第
十
項
に
お
い
て
「
課
内
室
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

	　

第
五
条
中
第
十
一
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
十
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
九
項
を
第
十
一
項
と

し
、
第
八
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　

9　

課
内
室
に
室
長
を
置
く
。

　

10　

室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
内
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

　
　

第
五
条
の
二
を
削
る
。

　
　

第
七
条
第
一
項
中
「
及
び
第
五
項
」
を
「
、
第
五
項
及
び
第
九
項
」
に
改
め
る
。

　

	　

別
表
第
一
中
「
事
務
分
掌
」
を
「
分
掌
事
項
」
に
改
め
、
同
表
電
気
課
の
項
中
第
十
一
号
を
削

り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
す
る
。

　
　

別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

　

別
表
第
一
の
二
（
第
三
条
関
係
）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

五

室

分
掌
事
項

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ

ス
テ
ム
推
進
室

一　

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二	　

米
倉
山
太
陽
光
発
電
所
Ｐ
Ｒ
施
設
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ

と
。

（
山
梨
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

二
条　

山
梨
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
一
条
の
二
第
一
号
中
「
規
定
す
る
課
長
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
室
長
」
を

加
え
る
。

　
　

第
十
条
第
二
項
中
「
当
該
課
」
の
下
に
「
及
び
室
」
を
加
え
る
。

　

	　

別
表
山
梨
県
企
業
局
課
長
印
の
項
中
「
山
梨
県
企
業
局
課
長
印
」
を
「
山
梨
県
企
業
局
課
（
室
）

長
印
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
号
様
式
中
「課、

事
業
所
名

」
を
「課

（室

）、
事
業
所
名

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

三
条　

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
五
号
中
「
課
長
」
の
下
に
「
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
室
長
」
を
加
え
る
。

　

	　

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
課
長
」
の
下
に
「
及
び
室
長
（
以
下
「
課
長
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え

る
。

　

	　

第
七
十
一
条
第
一
項
中
「
課
」
の
下
に
「
、
室
（
以
下
「
課
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
課
長
補
佐
」
の
下
に
「
又
は
室
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

四
条　

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
課
長

　
　

別
表
第
三
局
本
庁
の
部
課
長
の
項
中
「
課
長
」
を　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

室
長
」

（
山
梨
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

五
条　

山
梨
県
企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
六
条
第
一
項
及
び
同
項
第
三
号
中
「
課
」
を
「
課
、
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
課
名
又

は
事
業
所
」
を
「
課
名
、
室
名
又
は
事
業
所
名
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
中
「
課
・
事
業
所
名
」
を
「
課
・
室
・
事
業
所
名
」
に
、
「
課
又
は
事
業
所
名
の
略
字
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
電
気
課　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企

　

「
課
名
の
略
字
」
に
、
「
電
気
課　

企　
　

電
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
推
進
室　

企

　

電

　
　
　

に
改
め
る
。

　

新
」

（
山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

六
条　

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
五
条
中
「
規
定
す
る
課
長
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
室
長
」
を
加
え
る
。

　

	　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
課
長
補
佐
」
の
下
に
「
又
は
室
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者
」
を
加
え

る
。

　

	　

別
表
第
一
第
六
号
中
「
課
長
」
の
下
に
「
並
び
に
組
織
規
程
第
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
室
長
」

を
加
え
る
。

　

	　

別
表
第
二
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
中
「
課
長
」
の
下
に
「
並
び
に
組
織
規
程
第
五
条
第
九

項
に
規
定
す
る
室
長
」
を
加
え
る
。

　

	　

別
表
第
四
総
務
課
長
の
個
別
的
専
決
事
項
の
項
第
三
号
中
「
各
課
」
を
「
組
織
規
程
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
課
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
室
（
以
下
「
各
課
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同

項
第
六
号
中
「
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
推
進
室
長
の
個
別
的
専
決
事
項

の
項
第
一
号
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
推

進
室
長
の
個
別
的
専
決
事
項
の
項
第
二
号
」
を
加
え
る
。

　

	　

別
表
第
四
電
気
課
長
の
個
別
的
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
取
得
」
の
下
に
「
（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

シ
ス
テ
ム
の
推
進
並
び
に
米
倉
山
太
陽
光
発
電
所
Ｐ
Ｒ
施
設
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
登
記
事
務
」
の
下
に
「
（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
推
進

並
び
に
米
倉
山
太
陽
光
発
電
所
Ｐ
Ｒ
施
設
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
推
進
室
長
の
個
別
的
専
決
事
項

　
　

一	　

金
額
百
万
円
未
満
の
電
気
事
業
に
係
る
固
定
資
産
の
取
得
（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
推

進
並
び
に
米
倉
山
太
陽
光
発
電
所
Ｐ
Ｒ
施
設
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に

係
る
支
出
負
担
行
為
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二	　

金
額
百
万
円
未
満
の
電
気
事
業
に
係
る
補
償
及
び
登
記
事
務
（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の

推
進
並
び
に
米
倉
山
太
陽
光
発
電
所
Ｐ
Ｒ
施
設
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

（
山
梨
県
企
業
局
局
議
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

七
条　

山
梨
県
企
業
局
局
議
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号
）
の
一
部
を



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

六

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
中
「
課
長
」
の
下
に
「
、
室
長
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
固
定
資
産
管
理
運
用
委
員
会
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

八
条　

山
梨
県
企
業
局
固
定
資
産
管
理
運
用
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規

程
第
三
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
第
三
項
中
「
の
課
長
」
の
下
に
「
及
び
室
長
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
企
業
局
図
書
類
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

九
条　

山
梨
県
企
業
局
図
書
類
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条
中
「
局
本
庁
各
課
」
の
下
に
「
及
び
室
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

十
条　

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。　



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

七



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

八

　
	　

別
表
第
二
本
庁
の
部
電
気
課
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

新
エ
ネ
ル
ギ
ー

シ
ス
テ
ム
推
進
室

1
	　

米
倉
山
実
証
試
験
用
太
陽
光
発
電
所
及
び
米
倉
山
電
力
貯
蔵
技
術

研
究
サ
イ
ト
の
保
守
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

井　
　

出　
　
　
　
　

仁　
　

　
　
　

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
「電

気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表

」
の
「負

債

」
の
「3
　

繰
延
収
益

」
の
表
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

九



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

一
〇

　

一
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

一
一



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　

電
力
料

　

別
表
「電

気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表

」
の
「収

益

」
の
表
中　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
力
発
電
電
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
他
電
力
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

電
力
料

　
　
　
　
　
　
　
水
力
発
電
電
力
料

　
　
　
　
　
　
　
そ
の
他
電
力
料

繰
延
運
営
権
対　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
第
2
1

条
の2
第
2
項
の
規
定
に

価
収
益　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
営
権
対
価
の
額

。

運
営
権
者
更
新　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
第
2
1
条
の
3
第
2
項
又
は
第
3

投
資
収
益　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
運
営
権
者
更
新
投
資
の
額

。

よ
り
償
却
し
た
繰
延
運

　
　

に
改
め
る
。

項
の
規
定
に
よ
り
償
却

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
表
「温

泉
事
業
会
計
勘
定
科
目
表

」
の
「負

債

」
の
「3　

繰
延
収
益

」
の
表
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

一
三



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

一
四



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

一
五



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

「	温
泉
供
給
収
益

　

別
表
「温

泉
事
業
会
計
勘
定
科
目
表

」
の
「収

益

」
の
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　

	温
泉
供
給
料
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
主
た
る
営
業
活
動
か
ら
生
ず
る
収
益

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　

給
湯
料
金

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
泉
供
給
収
益　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
営
業
活
動
か
ら
生
ず
る
収
益

。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
温
泉
供
給
料
金　
　
給
湯
料
金

。

繰
延
運
営
権
対　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
第
2
1
条
の
2
第
2
項
の
規
定
に

価
収
益　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
営
業
対
価
の
額

。

運
営
権
者
更
新　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
第
2
1
条
の
3
第
2
項
又
は
第
3

投
資
収
益　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
運
営
権
者
更
新
投
資
の
額

。
よ
り
償
却
し
た
繰
延
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

項
の
規
定
に
よ
り
償
却

　
　
　
　
　
　
　
　

	　

」

　

別
表
「地

域
振
興
事
業
会
計
勘
定
科
目
表

」
の
「負
債

」
の
「3

　

繰
延
収
益

」
の
表
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

」



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

一
七



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

一
八



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

一
九



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　

（何

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
設
利
用

　

別
表
「地

域
振
興
事
業
会
計
勘
定
科
目
表

」
の
「収

益

」
の
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
設
貸
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（何

）事

料　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

料
　
　
　
　
　
　
　

業
収
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「　

（何

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
設
利
用
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
設
貸
付
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（何

）事
業
収
益

　
　
繰
延
運
営
権
対　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
第
2
1
条
の
2
第
2
項
の
規

　
　
　
　
価
収
益　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
営
権
対
価
の
額

。

　
　
運
営
権
者
更
新　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
第
2
1
条
の
3
第
2
項
又
は

　
　
投
資
収
益　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
運
営
権
者
更
新
投
資
の
額

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

定
に
よ
り
償
却
し
た
繰
延
運　

第
3
項
の
規
定
に
よ
り
償
却

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　

小
樺
ダ
ム
操
作
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

井　
　

出　
　
　
　
　

仁　
　

　
　
　

小
樺
ダ
ム
操
作
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

小
樺
ダ
ム
操
作
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
七
条
」
を
「
第
五
条
」
に
、
「
第
八
条
〜
第
九
条
」
を
「
第
六
条
〜
第
七
条
」
に
、

「
第
十
条
〜
第
十
三
条
」
を
「
第
八
条
〜
第
十
一
条
」
に
、
「
制
水
ゲ
ー
ト
」
を
「
排
砂
ゲ
ー
ト
」

に
、
「
第
十
四
条
〜
第
十
七
条
」
を
「
第
十
二
条
〜
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
を
削
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
管
理
主
任
技
術
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第�

三
条　

早
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
に
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
主
任
技
術
者
を
一
人
置
く
。

　

第
三
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
	　

前
項
の
管
理
主
任
技
術
者
は
、
部
下
の
職
員
を
指
揮
監
督
し
て
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
並

び
に
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ダ
ム
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
誠
実
に
行
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　

第
三
条
を
第
二
条
と
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
操
作
員
を
」
の
下
に
「
ダ
ム
も
し
く
は
早
川
水
系
取
水
口
監
視
所
に
」
を
加

え
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

　

第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
七
条
を
削
り
、
第
二
章
中
第
八
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
九
条
第
二
項
中
「
局
長
」
を
「
関
東
地
方
整
備
局
長
、
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
十
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
警
戒
勤
務
」
を
「
予
備
警
戒
」
に
、
同
項
第
一
号
中
「
暴

風
雨
注
意
報
」
を
「
洪
水
注
意
報
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
警
戒
勤
務
」
を
「
予
備
警
戒
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一	　

監
視
カ
メ
ラ
等
に
よ
る
監
視
を
強
化
し
、
各
施
設
及
び
周
辺
の
状
況
に
つ
い
て
点
検
す
る
こ

と
。

　

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
は
握
」
を
「
把
握
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
勤
務
」
を
「
体
制
」
に

改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
出
水
時
勤
務
」
を
「
洪
水
警
戒
」
に
改
め
、
同
条
中
「
暴
風
雨
警
報
」
を

「
洪
水
警
報
」
に
、
「
出
水
時
勤
務
」
を
「
洪
水
警
戒
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
四
章
の
章
名
中
「
制
水
ゲ
ー
ト
」
を
「
排
砂
ゲ
ー
ト
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
ゲ
ー
ト
」
を
「
排
砂
ゲ
ー
ト
」
に
、
「
管
理
者
及
び
知
事
」
を

「
所
長
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
ゲ
ー
ト
」
を
「
排
砂
ゲ
ー
ト
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と

す
る
。

　

二
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
二
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

二
一

　

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
ゲ
ー
ト
」
を
「
排
砂
ゲ
ー
ト
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
制
水
ゲ
ー

ト
」
を
「
排
砂
ゲ
ー
ト
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
ゲ
ー
ト
」
を
「
排
砂
ゲ
ー
ト
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
制
水
ゲ
ー
ト
」
を
「
排
砂
ゲ
ー
ト
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
七
条
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
訓
令
甲
第
一
号

　

山
梨
県
企
業
局
訓
令
前
行
署
名
式
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

井　
　

出　
　
　
　
　

仁　
　

　
　
　

山
梨
県
企
業
局
訓
令
前
行
署
名
式
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
企
業
局
訓
令
前
行
署
名
式
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
企
業
局
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

「
電
気
課
」
の
下
に
「
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
推
進
室
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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三
年
三
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二
二


